
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 内 定 取 消 は 有 効 か ？ ◆ 

 

経済状況や個々の企業の経営状態が悪化してくると、労働

市場や現場が荒れてくると言われています。 

 

近時でも、株価下落等を背景として『内定取消』なる報道が

なされています。 

内定取消は、どんな場合でも有効なのでしょうか？ 

ちょっと立ち止まって考えて見ましょう。 

 

一般的に内定には、内々定と内定という２つのステップがあり

ます。 

 

◆内々定は、採用予定者という位置付けです。 

 

◆会社の意思表示としては、「あなたを採用する意思があり

ますよ。」というのもので、学生側も「この会社に入ってもいい

な。」という程度のものです。 

 

◆この段階での内定取消は、「あなたを採用する意思はあっ

たが、諸般の事情により、採用を見送らざるを得なくなった。

申し訳ない。」となるでしょう。 

 

◆学生側も、「入社の意思はあったのですが、○○社に行く

ことにしたいと思います。」というやり取りになるでしょう。 

 

◆従って、厳密な労働契約を締結している訳ではないため、

解雇には該当せず、内定取消は有効と考えられます。 

 

◆しかし、労働契約を締結していないという理由のみで解雇

には該当しないだけであって、民法上の予約契約は締結して

いる状態とも言えなくはありません。 

 

◆つまり、会社側の解約の意思表示の根拠である内定取消

事由が不当であれば、予約契約の不当廃棄という民法上の

不法行為としての損害賠償責任に問われることも考えられま

す。解約事由が不当ということで、和解金として３０万円の支

払を命じた判例もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営者のための労務・社保・法改正情報   『この会社で働くことができてよかった』 そう思える会社作りのお手伝いを致します 

 

 

 

 

◆一方、内定は、採用決定者という位置付けです。 

 

◆会社の意思表示としては、「あなたを採用することに決定し

ました。」という段階に入ります。 

 

◆この時点で多くの企業は、「他社には行かない」等の誓約

書を提出させ、場合によっては、入社予定日の通知や入社

前教育等を行うこともあります。 

こういった行為は、「あなたを採用する。」という明確な意思表

示がなされたものとみなされ、この段階では、労働契約を締

結しているものとみなされます。 

 

◆学生側の視点で見ると、誓約書を提出するということは「他

者へは行きません。」という意思表示、つまり、職業選択の自

由という権利を放棄して１社に絞ったという状態であり、ここで

も明確な入社の意思表示がなされています。 

 

◆労働契約を締結しているとはいっても、賃金の額を決定し

ているわけではありませんし、就業の場所等も明示してはいな

いと思われますので、明確な労働条件の明示（労基法第１５

条）を行っているわけではありません。また、多くの企業では

「卒業が条件」といった様々な条件をつけることもあります。 

 

◆この段階での労働契約は、条件付労働契約、或いは、解

約権留保付の労働契約を締結している状態です。 

 

◆従って、一定の条件を基に契約破棄が有効になる訳で、

その条件以外での解約は、労働契約上は解雇に該当します。

また、内々定でも説明しましたが、予約契約の不当廃棄とい

う民法上の不法行為としての損害賠償の対象となり得ます。 

 

◆ところで、この場合の損害額はどのようになるのでしょうか？ 

 

◆解雇に該当するということは、「３０日前の予告」や「３０日

分の平均賃金の支給」といった労働基準法の規定があります

が、賃金額は決定していないので、厳密な額は算定できませ

ん。 

３０日前の予告と言っても４／１入社であれば３／１に予告す

 

≪今月号の内容≫ 

定取消は有効か？ 

平成１９年度のサービス残業摘発状況 

雑感（事務所に鳥がやって来ます） 

所長の山下隆二です。１１月に入って１０日程経ちました。朝の

冷え込みが睡眠を助長させます。そう感じるのは私だけでしょうか。

今月お伝えするテーマは、右記の通りです。貴社の労務管理にお

役立て下さい。 
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貴社を労務管理リスクから開放します
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れば良いのか。 

どちらも明確には出来ないため、多くの場合は『和解』という形

になるでしょう。 

 

◆和解金は、一説によれば『その人が普通に入社していれば

受け取るはずであろう年収分。』と言われています。 

 

◆しかし、内定取消の判例がないとまでは言いませんが、法

廷闘争にまでもつれ込むケースは、稀ではないか、と個人的に

は思っています。 

 

◆仮に、入社前に争いにまで持ち込んで採用決定にまでこぎ

つけても、入社後に円満な人間関係が築けるかと言えば、ほ

ぼ不可能でしょう。 

 

◆会社側も、もめ事を起こすような人は正常な労務の提供を

してもらえるのか疑問でしょうし、労働者側も、もめたことによっ

て正当な評価をしてもらえるのか疑問です。 

 

◆内定取消の段階では、そこまで神経質にならなくても良い

と考えますが、リスクだけはキチンと押さえておくべきでしょう。 

 

◆当たり前のことですが、内定を取り消す場合は、「すみませ

ん。」という、誠実な対応が望まれます。 

 

◆ 平 成 １ ９ 年 度 の サ ー ビ ス 残 業 摘 発 状 況 ◆ 

 

厚生労働省が、平成１９年度の全国の労働基準監督署が

割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指

導した事案のうち、１企業当たり１００万円以上の割増賃金

が支払われた事案の状況をまとめています。 

 

詳しくはコチラ 

⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-1.html

 

◆平成１９年度は、以下の通りです。 

 

◎摘発企業数 １，７２８社（４９社増） 

◎対象労働者数 １７９，５４３名（３，０１８名減） 

◎是正支払額 ２７２億４２６１万円（４５億２７７６万円増） 

◎企業平均 １，５７７万円 

◎労働者平均 １５万円 

 

◆対象労働者数を除いては、平成１３年度の調査開始以

来、過去最多を記録し、賃金不払残業が横行しているよう

です。 

 

◆厚生労働省では、今後とも、重点的な監督指導の実施

を行うと共に、今月は「労働時間適正化キャンペーン」を実施

し、これらを通じて『賃金不払残業の解消を図るために講ず

べき措置等に関する指針』の周知等を行い、賃金不払残業

の解消を図ることとしています。 

 

◆賃金不払残業について、『確信犯的に不払いを行ってい

る』ことと、『不払いになっていることに気付いていない』のとでは、

法違反という事実は同じでも大きな差があります。 

 

◆規定類の整備も含めて、一度、点検を行ってみては如何

でしょうか。社員の意識調査を行うことも有効な手段でしょう。 

 

◆雑感◆ 

 

事務所には、野鳥が舞い込みます。舞い込むと言っても、事務

所の中を飛び回っている訳ではありません。 

 

窓の所にやってきてはさえずりを始め（とても口では真似できないよ

うな泣き声です）、緑色の体で、ボテッとしていない、なかなかシャ

ープな鳥です。 

すずめでもなく、ツバメでもなく･･･ 名前が分からなのが学のなさ

かも（調べようともしていないのは、ただの怠慢です）。 

 

冬支度でもしているのでしょうか。っと、冬眠する？？ それすらも

分かりませんが、何となく和みます。 

でも、妻は鳥が大の苦手なので、私だけの和みになっています。 

 

≪ お 仕 事 カ レ ン ダ ー ≫ 

１１／１０・・・・・一括有期事業開始届（建設業） 

※対象事業－概算保険料１６０面円未満 

かつ 請負金額１億９０００万円未満の工事 

・・・・・１０月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付 

１１／１５・・・・・所得税予定納税額の減額申請 

１１／３０・・・・・継続・有期事業概算保険料延納額の納付 

※納付対象：１２月～翌年３月分 

健康保険・厚生年金保険料納付（１０月分） 

労働保険料の支払（延納三期） 

・・・・・９月決算法人の確定申告・2008 年３月決算法人の中間申告 

・・・・・１２月・翌年３・６月決算法人の消費税の中間申告 
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★就業規則の作成変更 

★人事賃金制度の構築 

★管理者研修の実施

★退職金制度の構築

★４ ０ １ ｋ 導 入 支 援

★セ ミ ナ ー ／ 講 演

★各種助成金の申請

★労働／社会保険手続
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